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足立区条例第１３号  

 

   足立区認知症とともにいつまでもこのまちで条例  

足立区は、認知症や認知症である者（以下「認知症の人」という。）

を正しく理解し、認知症とともに区民がいつまでも安心して暮らせるま

ちを目指し、認知症に関する様々な施策（以下「認知症施策」という。）

を展開してきました。  

共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第６５

号）の制定を踏まえ、足立区では認知症施策をさらに推進し、認知症の

有無にかかわらず、区民一人ひとりがお互いの人格や個性を尊重し、支

え合うことで、認知症になっても「やりたいこと」を諦めずに挑戦する

意欲を持つことができるまち、そしてその家族等も安心して住み続けら

れるまちの実現を目指し、ここに、この条例を制定します。  

 

 （目的）  

第１条  この条例は、急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が増加して

いる現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮ら

すことができるよう、基本理念を定め、足立区（以下「区」という。）

の責務を明らかにするとともに、認知症施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって認知症の人を含めた区民一人ひとりがその個性と能力を

十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生す

る活力ある社会の実現を推進することを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。  



（１） 認知症  共生社会の実現を推進するための認知症基本法第２

条の状態を定める政令（令和５年政令第３６７号）で定める状態を

いう。  

（２） 家族等  家族その他認知症の人と日常生活において密接な関

係を有する者をいう。  

（３）  区民  区内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をい

う。  

（４）  事業者  区内において、事業活動を行う者又は団体をいう。 

（基本理念）  

第３条  区、区民及び事業者は、認知症の人及びその家族等の意見を聴

き、次に掲げる事項を基本理念として認知症施策及び認知症に関する

あらゆる取組を行うものとする。  

（１）  全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、そ

の意思が尊重され、日常生活及び社会生活の中で意見を表明すると

ともに、社会に参加する機会を確保することで、住み慣れた区に自

分らしく暮らすことができること。  

（２） 区民及び事業者が、認知症に関する正しい知識及び認知症の

人に関する正しい理解を深めることで、認知症の人及びその家族等

が住み慣れた地域で安心して暮らすことができること。  

（３） 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁と

なるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等

な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生

活を営むことができること。  

（４） 認知症の人の考えを十分に尊重しながら、良質かつ適切な医

療・福祉サービスを途切れることなく受けられるよう必要な体制を

整えること。  

（５）  教育、雇用、保健、医療、福祉、地域づくりその他の各関連

分野における総合的な取組として行われること。  



（区の責務）  

第４条  区は、区民及び事業者と行政各部所管が横断的に連携し、及び

協働しながら、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施し、継続的

かつ発展的に推進しなければならない。  

（１） 区民及び事業者に対し、認知症や認知症の人に関する学びの

機会を積極的に提供し、地域全体で認知症の人への理解を深めるた

めの施策  

（２） 認知症の人及びその家族等の意思決定に係る支援及び権利利

益の保護のための施策  

（３） 認知症の人及びその家族等に対する支援に係る人材の育成及

び資質の向上を図るための施策  

（４） 認知症の人及びその家族等を地域の連携及び協働によって支

え合い、認知症の人の社会参加につながるための取組及び環境整備

に関する施策  

（５） 認知症の人が地域の一員として、自らの経験や知見を活かし、

意見を発信し、又は社会に貢献する機会を確保するための施策  

（６） 認知症の人及びその家族等に対する支援に必要な情報の収集、

整理、分析及び提供  

（７） 認知症の予防に関する啓発及び知識の普及並びに認知症の取

組に関する活動の支援  

（８） 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族等が地

域で安心して暮らすために必要な施策  

（区民の役割）  

第５条  区民は、誰もが認知症になる可能性があるものとして認識し、

認知症の人及びその家族等が安心して暮らせるよう、認知症に関する

知識や関心を持ち、その理解を深めるよう努めるものとする。  

（事業者の役割）  

第６条  事業者は、認知症に関する理解を深めるとともに、認知症の人



に対し、その状況に応じて必要かつ合理的な配慮を行うよう努めるも

のとする。  

２  区内において保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者は、

認知症の人が必要なサービスを選択することができるよう配慮し、及

び情報を提供するとともに、良質かつ適切な保健医療サービス又は福

祉サービスを提供するよう努めるものとする。  

（委任）  

第７条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、区長が別に定める。  

   付  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  


